＜５つの共通視点にもとづく具体的な取り組み～被災地で生じた主な課題～＞
共通視点① 発災直後の委員間の連絡や集約（安否確認）方法やタイミング
＜主な課題＞
	· 発災直後の民生委員同士の安否確認の指示ルート、連絡方法や連絡ルートなどが不明であり、一人ひとりへ電話や対面で状況確認や情報共有を行うことに時間がかかり、また会長への負担が集中し、適切な把握ができなくなった。



対応策 ※指針改訂第４版『災害に備える民生委員・児童委員活動10か条』より抜粋（以下、指針10か条より抜粋）

１．自分自身の安否情報の連絡
	「委員同士の支え合い、民児協による委員支援を重視する」（指針第８条）
· あらかじめ民児協として定めておいた方法に基づき、自らの状況や行動について単位民児協会長等に連絡する。
· この場合、しばらくは携帯電話等が通じにくい状況であるため、安否情報の伝達・集約のためには複数の方法を定めておくことが適当。



　【考えられる委員の安否情報の確認・伝達方法の例】
	通話やメールが利用可能
	通話やメールはできないが、
通信機器は利用可能
	通信機器が利用不可

	· 各委員が単位民児協会長等に直接連絡。
· 緊急連絡網に基づき安否確認。
· メッセージアプリ「LINE」のグループ機能等利用。
	· 災害用伝言ダイヤル（171）を活用。注1
· 携帯電話各社の災害用伝言板を活用。注2
	· 近隣の委員同士での徒歩での安否確認。
· 特定の避難所を各委員からの情報集約場所とし、単位民児協会長等が現地に出向いて情報を集約。


[bookmark: _Hlk185924886]注１　災害用伝言ダイヤル（171）
· 　地震などの発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合にNTTにより提供される声の伝言板です。自らの電話番号で自身の状況を音声で登録すると、全国から確認することが可能となります。
· 　「171」にダイヤルし、音声ガイダンスにしたがって伝言の録音・再生ができます。
注2　災害用伝言板
· 大規模災害発生時、携帯電話各社により提供される伝言板です。データ通信のため、電話回線がつながりにくい場合でも、電話回線よりもつながりやすくなっています。
· 災害発生地域に居住している人が、自らの携帯電話から自身の状況を登録し、全国から確認することができます。また、安否情報を登録したことが、あらかじめ設定しておいたメールアドレスに送信されるようにするサービスもあります。

２．実効性のある取り組みに向けて
（１）具体的な取り組み（事例）
事例
グループLINEの活用（令和6年能登半島地震被災地の単位民児協）
[概要]
· 発災後の対応について、単位民児協メンバー同士で以下の事前の取り決め内容を定例会で確認し、実行した。
	タイミング
	· 主に、災害発生後1日以内

	誰が
	· 会長（もしくは副会長）

	方法
	· 委員にLINEグループにて安否確認連絡
· 集約した委員の安否確認情報は、必ず市民児協事務局に共有
· 携帯電話を使用していない委員については、会長が直接電話等で連絡する（会長が対応困難となる場合は副会長が実施）


単位民児協等での取り組みの参考にしてみましょう！

（２）今後の民児協内外での取り組みに向けた確認ポイント
（令和６年度 全民児連 評議員セミナーにおける協議結果）

1 [bookmark: _Hlk185929686]事前取り決めの機会・相手は誰か（例）
	· 単位民児協内のメンバー（全員or役員等）
· 行政、市区町村民児協事務局
· 市区町村民児協会長・役員等との調整・共有　　など



2 事前に取り決めておくべきことは何か（例）
	その１：タイミング

	· おおむね委員の身の安全が確保でき次第
· 市行政から委員に安否確認依頼メールが入り次第　など
· 発災後２週間程度以内が目安

	その２：連絡の主体と相手

	· 会長（もしくは副会長）から各委員へ
· 各委員から会長へ
· 集約した内容は会長（もしくは副会長）から行政や市民児協事務局担当者へ　など

	その３：方法

	· LINEグループやLINEワークス、またはメールを活用
· 携帯電話を不所持の委員には、緊急連絡網として固定電話を活用
· 上記の方法でも速やかに安否確認ができない委員には、単位民児協会長や近隣の委員等で直接安否確認を実施　など



（３）有識者からのコメント（取り組みのツボ！）
一般社団法人 FEEL Do 代表理事 桒原 英文 氏
	[bookmark: _Hlk187836034]発災時に通信手段が困難ななか、委員間で連絡を取り合うことは、安否や所在の確認のみならず、委員が孤立し発災時・発災後の対応に困らないようにするためと、民児協機能の回復を図ることが主な目的であると考えています。この目的を達成するために複数の方法を取り入れましょう。
· 安否確認方法としてさまざまな方法が考えられます。発災時に民児協や各委員がどのような機能が欲しいのか、どのようなツールやシステムであれば利用しやすいのか、それぞれのメリットとデメリットの確認などをあらためて検討してください。ちなみに、民児協ではコミュニケーションアプリ「LINE」のグループLINEを活用しているところが増えています。参考までに、LINEに関する３つの機能を紹介します。

· グループLINE：
参加者同士による無料でのチャット（メッセージ）や通話が可能です。参加者同士がつながり、チャット（メッセージ）は参加者全員に共有されます。参加者同士が自由にコミュニケーションをとることができます。
· オープンチャット：
普段使用している個人のLINE情報を知られたくないなど、プライバシーに配慮する場合に適しています。普段使用している個人LINE（プロフィール）の情報をそのまま使うのではなく、オープンチャット用のニックネームやプロフィール写真（アイコンイラスト等）を選択できます。
また、グループLINEと同様で、参加者はメッセージを送ることも可能ですし、他者を招待することもできます。
· LINE公式アカウント：
民児協としてLINE公式アカウントを作ることができます。なお、公式アカウントは、このアカウントに登録しているユーザーへの一方的な情報提供に優れています。また、使用者が安否確認や出欠に関する記入フォームを公式アカウントに投稿し、登録者がそのフォームを通じて返信する方法をとっている場合もあります。

· 災害に備えた安否情報の伝達・集約の方法では、会長・副会長を第一発信者とする方法とは別に各委員自ら連絡する方法も加え、双方向に連絡がとれる体制を整えておきましょう。
· 民児協事務局から各委員への連絡方法の確立も重要です。事務局から各委員への連絡と集約方法について検討しましょう。
· 災害発生の危険度が増している時には、気象情報等の提供、注意喚起などを行うことも加えておきましょう。

どのような連絡方法を利用するにしても普段から定例会の案内、出欠確認や活動に関する連絡等で使い慣れておくことがポイントです。


ぜひ、単位民児協であらためて話し合い、確認してみましょう

その１：タイミング（いつ）
	












[bookmark: _Hlk187836120]その２：連絡の主体と相手（誰から誰へ）
	












その３：方法（どうやって）
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